
議長に　　中村克几議員�
副議長に　押尾豊幸議員を選出�

　6月定例会は、6月9日から25日までの17日間にわたり開かれました。今定例会
では、「平成15年度佐倉市一般会計補正予算」など議案15件が提出され、議案第
7号を除き、原案どおり可決・同意しました。（議案第7号については修正可決）�
　請願・陳情については「乳幼児医療費国庫負担制度の創設を求める国への意見書
採択のお願い」など4件、議員発議については「税源移譲を基本とする三位一体改
革の早期実現を求める意見書」など6件を提出し審議しました。�
　一般質問には、各会派の代表質問に6人、個人質問に10人が登壇し、市政につい
て広範囲の質問を行いました。�

上段：�
中段：�
下段：�

森野　正　木原義春　小林右治　寺田一彦　押尾豊幸　櫻井道明　山口文明　中村孝治　岡村芳樹�
望月清義　川名部実　櫻井康夫　臼井尚夫　桐生政広　　谷正彦　工藤啓子　道端園枝　入江晶子　藤崎良次�

神田徳光　長谷川稔　清宮　誠　戸村庄治　冨塚忠雄　勝田治子　宮部恵子　倉田彰夫　吉井大亮　中村克几　兒玉正直�

５月臨時会の議案と議決結果�

　
５
月
臨
時
会
が
５
月
20
日
に
開
か
れ
、

「
勝
田
台
・
長
熊
線
基
金
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て
」
な
ど
議
案
９
件
が
提

出
さ
れ
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
・

承
認
・
同
意
し
ま
し
た
。�

�
 

さ
ら
に
正
、
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、

議
長
に
中
村
克
几
議
員
、
副
議
長
に
押
尾

豊
幸
議
員
を
選
出
、
そ
の
他
各
組
合
議
会

議
員
の
選
挙
、
各
常
任
委
員
、
議
会
運
営

委
員
の
選
任
を
行
い
ま
し
た
。�

（
議
会
の
構
成
に
つ
い
て
は
４
ペ
ー
ジ
に

掲
載
）�

�

　
議
員
と
し
て
、
地
方
自
治
の
伸
張
、
発
展
と
市
政
の
向
上
、
振
興

に
貢
献
さ
れ
た
功
績
に
対
し
、
次
の
議
員
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。�

◆
全
国
・
関
東
・
千
葉
県
の
各
市
議
会
議
長
会
よ
り
特
別
表
彰
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田
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榎
沢
　
四
郎
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前
）
議
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過密化、マンモス化に増築、プレハブ校
舎の建設で対応してきた西志津小学校

縄文土器を作る体験授業をとおして縄文文
化にふれ当時の人たちの生活や暮らしを考
える　　　　　　　　　　 （井野小学校）

土地の埋立て及び土質等の規制に関する
条例の改正によりきれいな水田を残す

（小竹地先）

住民自らが防犯・防災・福祉などのあ
らゆる面で活躍するボランティア組織
「クライネスサービス」

(ユーカリが丘地先)

空き地に繁茂した雑草は、害虫や火災の発生原
因、犯罪や不法投棄を誘発することにもなる。

新しい佐倉の人づくり、地域づくりをめざ
して。市の歴史・自然・文化を学ぶ

(弥富公民館 なんでも体験弥富塾)

２No.29平成15年6月定例会

西
志
津
小
学
校
の
過
密
化
、

マ
ン
モ
ス
化
は
早
く
か
ら
分
か
っ

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
後
の

児
童
数
、
学
級
数
な
ど
数
字
の
上

だ
け
の
検
討
で
後
手
後
手
の
増
築

や
プ
レ
ハ
ブ
建
設
で
対
応
し
て
い

る
。
市
は
児
童
数
、
千
人
規
模
の

学
校
が
与
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち

へ
の
負
担
や
保
護
者
の
不
安
に
つ

い
て
の
認
識
が
な
い
。
市
長
は
今

年
度
中
に
分
離
に
つ
い
て

判
断
す
る
と
言
っ
て
い
た

が
、
速
や
か
に
取
り
組
む

べ
き
で
は
な
い
か
。

現
有
の
教
室
数
で
普

通
学
級
33
、
特
殊
学
級
１

ま
で
対
応
で
き
、
今
後
の
最

大
の
ピ
ー
ク
時
に
お
い
て

も
現
状
で
対
応
で
き
そ
う

で
あ
る
、
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。

連
絡
長
の
職
務
は
主
に
行
政

か
ら
の
回
覧
や
自
治
会
か
ら
の
要

望
書
を
取
り
次
ぎ
、
提
出
す
る
こ

と
で
あ
る
。
社
会
福
祉
協
議
会
の

福
祉
委
員
や
日
本
赤
十
字
の
協
賛

委
員
、
防
犯
連
絡
所
は
そ
れ
ぞ
れ

の
団
体
が
制
度
を
利
用
し
て
連
絡

長
に
委
嘱
し
て
い
る
だ
け
で
、
本

来
の
職
務
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は

周
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
ほ
と

ん
ど
自
治
会
長
が
兼
務
し
て
い
る

状
況
で
あ
る
。
連
絡
長
は
非
常
勤

特
別
職
で
行
政
の
一
員
で
あ
り
、

住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
の
は
自

治
会
長
で
あ
る
。
そ
の
立
場
の
違

い
が
理
解
さ
れ
ず
、
混
同
し
て
い

た
り
、
利
用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

結
果
と
し
て
、
自
治
意
識
を
混

乱
さ
せ
、
時
代
と
逆
行
す
る
制
度

と
な
っ
て
い
る
。
真
の
市
民
自
治

を
進
め
る
た
め
に
連
絡
長
制
度
を

見
直
し
、
行
政
か
ら
の
回
覧
な
ど

実
際
に
行
っ
て
い
る
自
治
会
に
業

務
委
託
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

連
絡
長
を
通
じ
市
民
に
情
報

提
供
を
行
っ
て
い
る
。
行
政
と
自

治
会
は
協
力
し
合
う
こ
と
が
大
切

で
あ
る
の
で
、
連
絡
長
と
自
治
会

長
は
矛
盾
す
る
立
場
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

５
月
23
日
に
本
昌
寺
と
の
間

に
基
本
合
意
を
締
結
し
た
が
、
寺

と
の
交
渉
や
道
路
開
通
の

見
通
し
は
今
後
ど
う
な
る

の
か
。墓

地
使
用
者
に
対
し

て
、
基
本
合
意
の
締
結
に

至
る
ま
で
の
経
過
説
明
と

合
意
の
内
容
を
、
文
書
に

よ
っ
て
知
ら
せ
、
時
期
を

見
て
説
明
会
等
も
開
く
予

定
で
あ
る
。
墓
地
使
用
者
か
ら
寺

に
対
し
委
任
状
を
提
出
す
る
よ
う

お
願
い
し
て
い
く
が
、
提
出
さ
れ

な
い
場
合
に
は
、
市
に
対
し
て
の

同
意
書
を
提
出
す
る
よ
う
直
接
交

渉
を
進
め
て
い
く
。

な
お
、
平
成
７
年
12
月
定
例
会

で
、
墓
地
使
用
者
の
100
％
の
同
意

書
な
し
に
霊
園
移
転
の
予
算
措
置

は
認
め
な
い
と
い
う
決
議
が
さ
れ

て
お
り
、
委
任
状
、
同
意
書
等
の

数
が
一
定
数
集
ま
っ
た
段
階
で
改

め
て
議
会
に
相
談
し
た
い
。

佐
倉
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
の

目
的
は
。
ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
進
め
る
の
か
。

中
長
期
の
視
点
に
立
っ
た
教

育
目
標
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
か

ら
の
佐
倉
の
教
育
の
方
向
性
、
見

通
し
を
示
す
た
め
に
佐
倉
教
育
ビ

ジ
ョ
ン
を
策
定
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
佐
倉
の
教
育
が
よ
り
身
近
な

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
市
民
の

参
加
、
参
画
が
推
進
さ
れ
る
と
と

も
に
、
当
市
の
教
育
が
充
実
し
、

井
野
長
割
遺
跡
は
縄
文
時
代

後
期
か
ら
晩
期
約
３
千
500
年
か
ら

３
千
年
前
に
か
け
て
の
直
径
160
メ

ー
ト
ル
に
達
す
る
全
国
で
も
最
大

規
模
の
環
状
盛
り
土
遺
構
で
貴
重

な
遺
跡
で
あ
る
。
保
全
す
べ
き
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

井
野
長
割
遺
跡
の
保
存
に
つ

い
て
は
、
事
業
者
で
あ
る
区
画
整

理
組
合
や
県
教
育
庁
文
化
財
課
、

ま
た
市
都
市
部
と
の
協
議

を
重
ね
、
最
終
的
に
は
政

策
調
整
会
議
で
、
国
史
跡

の
指
定
を
受
け
て
保
存
す

る
と
の
結
論
を
得
た
。
本

年
３
月
文
化
庁
の
文
化
財

調
査
官
に
よ
る
現
地
調
査

を
要
請
し
た
結
果
、
国
史

跡
の
指
定
を
受
け
る
の
に

十
分
な
要
素
を
備
え
て
い
る
と
の

見
解
を
得
た
の
で
、
市
は
指
定
に

向
け
、
必
要
な
条
件
整
備
に
努
め
、

国
の
文
化
財
保
護
審
議
会
へ
の
上

程
を
文
化
庁
に
働
き
か
け
た
い
。

大
雨
が
降
る
た
び
道
路
冠
水

や
数
軒
の
床
下
浸
水
が
起
き
、
市

民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。
早
急
な
対
策
が
必
要
で
あ

る
が
、
改
修
経
過
並
び
に
今
後
の

改
修
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。

井
野
地
先
か
ら
八
千
代
市
の

工
業
団
地
に
通
じ
る
道
路
か
ら
上

流
の
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
54
年

９
月
に
八
千
代
市
と
佐
倉
市
と
で

協
議
会
を
発
足
さ
せ
整
備
を
進
め

て
き
た
。

本
年
５
月
30
日
に
開
催
さ
れ
た

対
策
協
議
会
に
お
い
て
、
直
接
八

千
代
市
長
に
本
市
の
状
況
を
理
解

し
て
い
た
だ
き
、
八
千
代
市
側
の

河
川
整
備
事
業
の
促
進
に
つ
い
て

お
願
い
し
た
。
そ
し
て
こ
の
道
路

下
に
布
設
さ
れ
て
い
る
ボ
ッ
ク
ス

カ
ル
バ
ー
ト
（
箱
型
水
路
）
の
改

修
と
、
こ
の
下
流
側
に
調
整
池
を

設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
、

採
択
さ
れ
た
。
今
年
度
ボ
ッ
ク
ス

カ
ル
バ
ー
ト
の
実
施
設
計
、
調
整

池
の
基
本
設
計
を
進
め
て
い
く
。

「
ご
み
袋
が
高
す
ぎ
る
、
破

れ
や
す
い
」「
粗
大
ご
み
の
処
理

方
法
が
複
雑
で
利
用
し
に
く
い
。

無
料
化
に
し
な
い
と
不
法
投
棄
は

な
く
な
ら
な
い
」
な
ど
、
ご
み
に

つ
い
て
多
く
の
意
見
や
要
望
が
あ

る
。
あ
る
ご
み
の
集
積
所
に
は
炊

飯
器
や
花
壇
の
鉢
、
蛍
光
灯
な
ど

が
常
習
的
に
捨
て
ら
れ
、
自
治
会

で
も
困
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

市
民
は
市
指
定
の
ご
み
袋

の
改
善
や
値
下
げ
、
ま
た

粗
大
ご
み
の
有
料
収
集
の

見
直
し
を
強
く
望
ん
で
い

る
が
、
ど
う
か
。

粗
大
ご
み
に
つ
い
て

は
資
源
循
環
型
社
会
を
め

ざ
し
て
、
有
料
戸
別
収
集

方
式
で
対
応
し
て
い
く
。

市
指
定
の
ご
み
袋
に
つ
い
て
は
、

市
長
の
諮
問
機
関
で
あ
る
佐
倉
市

廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
に
は

か
り
、
今
年
中
の
改
善
を
図
る
。

今
定
例
会
に
「
佐
倉
市
土
地

の
埋
立
て
及
び
土
質
等
の
規
制
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
」
が
上
程
さ

れ
て
い
る
。
本
条
例
の
改
正
が
行

わ
れ
る
と
、
違
法
な
残
土
の
埋
め

立
て
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
小
竹
地
区
や
直
弥
地
区

で
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
計
画
に

も
適
用
さ
れ
る
の
か
。

本
市
が
県
条
例
の
適
用
除
外

を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
県
が

許
可
で
き
な
い
事
案
に
つ
い
て

は
、
県
が
申
請
者
に
対
し
本
市
へ

新
た
に
申
請
を
す
る
よ
う
通
知
す

る
こ
と
に
な
る
。
地
権
者
や
関
係

者
に
は
市
条
例
は
県
よ
り
規
制
が

強
い
の
で
、
積
極
的
に
広
報
活
動

を
行
い
、
条
例
の
徹
底
を
図
る
。

今
後
事
務
執
行
に
当
た
り
、
専

門
知
識
等
を
必
要
と
す
る
事
案
、

事
業
場
所
の
監
視
及
び
業
者
指
導

を
含
め
業
務
が
増
大
す
る
。
外
部

か
ら
の
有
効
な
人
材
の
登
用
な
ど

職
員
配
置
の
充
実
を
図
る
ほ
か
、

県
、
他
市
町
村
と
の
情
報
交
換
を

始
め
と
し
強
化
を
図
っ
て
い
く
。

地
域
の
自
治
活
動
を
活
発
に
す
る

こ
と
は
住
民
活
動
が
よ
り
活
性
化

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
活
力
に
つ

な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
自
治
会

活
動
、
非
営
利
活
動
を
大
事
に
し

て
支
援
し
て
い
く
。

本
年
１
月
、
臼
井
・
千
代
田

地
区
を
対
象
と
し
た
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
設
置
事
業
者
の
公
募
が

あ
っ
た
が
、
３
月
31
日
付
で
募
集

が
凍
結
さ
れ
、
応
募
事
業
者
に
通

知
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
建
設
が

１
年
以
上
先
送
り
さ
れ
た
。
な
ぜ

事
業
を
凍
結
し
た
の
か
。
今
後
公

募
の
結
果
を
ど
う
す
る
の
か
。

全
市
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
一
時
募
集
事
務
を

凍
結
し
、
他
の
地
域
に
も

希
望
者
が
あ
る
か
調
査
す

る
よ
う
に
指
示
し
た
。
凍

結
後
約
２
カ
月
調
査
を
行

っ
た
結
果
、
他
の
地
域
に

こ
の
事
業
を
行
い
た
い
と

い
う
希
望
者
が
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
た
だ
、
次

の
計
画
で
対
応
可
能
な
こ
と
か

ら
、
６
月
11
日
付
で
凍
結
を
解
除

し
た
。
今
後
は
、
臼
井
・
千
代
田

地
区
に
応
募
し
た
事
業
者
で
審
査

を
行
い
、
施
設
整
備
を
進
め
て
い

く
。
他
の
地
区
に
つ
い
て
も
施
設

の
バ
ラ
ン
ス
等
を
見
な
が
ら
事
務

を
進
め
る
。

市
内
で
は
月
44
件
の
空
き
巣

や
ひ
っ
た
く
り
等
の
事
件
が
発
生

し
て
い
る
が
、
交
番
や
派
出
所
の

設
置
基
準
は
ど
う
な
の
か
。

多
発
地
域
に
対
し
、
監
視
カ
メ

ラ
な
ど
を
貸
し
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
か
。

交
番
や
派
出
所
は
、
事
件
事

故
の
発
生
状
況
や
、
用
地
確
保
の

問
題
、
周
辺
の
交
番
の
位
置
関
係

等
を
勘
案
す
る
中
で
、
県
公
安
委

員
会
が
設
置
を
決
め
て
い
る
。

交
番
の
設
置
に
つ
い
て
、
佐
倉

警
察
署
に
要
望
し
て
い
る
が
、
近

年
市
内
で
は
新
た
な
設
置
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。

防
犯
用
監
視
カ
メ
ラ
の
住
宅
地

域
の
設
置
は
、
市
民
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
の
関
係
か
ら
、
難
し
い

と
考
え
て
い
る
。
当
面
、
市
民
一

人
ひ
と
り
の
防
犯
意
識
の
高
揚
と

地
域
の
防
犯
活
動
を
積
極
的
に
進

め
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

渡
貫
市
長
の
目
指
す
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
伺
う
。
ハ

ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
、

所
信
表
明
の
６
つ
の
重
点

政
策
を
よ
り
具
体
的
に
、

市
民
に
わ
か
り
や
す
い
形

で
示
し
て
ほ
し
い
。

佐
倉
市
は
、
昭
和
の

合
併
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
が
個
性
を
残
し
な
が

ら
合
併
し
、
市
と
し
て
成
長
し
て

き
た
の
で
、
各
地
域
の
特
色
あ
る

い
は
個
性
を
尊
重
し
て
い
く
べ
き

も
の
と
考
え
て
い
る
。
各
地
域
の

住
民
が
地
域
づ
く
り
に
積
極
的
に

参
加
す
る
こ
と
が
地
域
自
治
の
直

接
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

住
宅
地
域
に
あ
る
空
き
地
の

雑
草
等
の
処
理
を
所
有
者
が
行
わ

な
い
場
合
、
市
は
そ
の
者
に
対
し

雑
草
除
去
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
場

合
、
一
定
の
手
続
き
を
踏
む
こ
と

に
よ
り
市
が
直
接
措
置
で
き
る
よ

う
に
す
る
な
ど
強
制
力
の
あ
る
条

例
に
改
正
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

雑
草
等
の
処
理
を
せ
ず
市
の

勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、
罰
則
規

定
や
所
有
者
に
代
わ
り
、
市
が
雑

草
を
除
去
し
科
料
を
徴
収
す
る
代

執
行
の
規
定
を
設
け
て
い
る
市
も

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
に
苦
慮

を
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
市
と

し
て
は
、
本
年
10
月
１
日
よ
り
施

行
さ
れ
る
「
迷
惑
防
止
条
例
」
と

の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
研
究
し

て
い
く
。

各
分
野
で
活
躍
で
き
る
人
材
を
育

て
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

推
進
計
画
の
作
成
に
当
た
り
、

市
民
と
の
教
育
懇
話
会
を
開
催
し

た
り
、
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
民

や
教
育
関
係
者
か
ら
意
見
、
提
案

を
得
て
、
具
体
的
な
施
策
の
位
置

づ
け
を
図
っ
て
い
く
。

望　月　清　義
さ く ら 会

宮　部　恵　子
市民ネットワーク

冨　塚　忠　雄
新 社 会 党

兒　玉　正　直
日本共産党

櫻　井　康　夫
市　政　会

森　野　　　正
公　明　党

志
津
霊
園
問
題
に
つ
い
て

問

答

問答
佐
倉
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

佐
倉
市
が
目
指
す
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て

問

答

「
雑
草
の
除
去
に
関
す
る
条
例
」

に
つ
い
て

問答

西
志
津
小
学
校
の
分
離
に
つ
い
て

問

答

市
民
自
治
意
識
と
連
絡
長
制
度
の

問
題
に
つ
い
て

問答

井
野
長
割
遺
跡
の
保
全
に
つ
い
て

問答

答

問

高
野
川
の
改
修
に
つ
い
て

ご
み
の
回
収
に
つ
い
て

問

答

答

問
残
土
の
埋
め
立
て
に
つ
い
て

福
祉
施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問

防
犯
対
策
に
つ
い
て

問

答

答

1994年、文部・厚生・労働・建設省が、誰もが安心して、楽しく子どもを育てることができるよう社会全体で総合的に子育て支援を行うことを目的に策定し
た計画。現在、さらに充実させた新エンゼルプランが99年からスタートしている。
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佐
倉
市
職
員
の
平
均
給
与
年

額
（
税
込
）
は
、
平
成
13
年
度
実

績
で
行
政
職
の
１
級
が
376
万
円
、

２
級
が
447
万
円
、
３
級
が
553
万
円
、

４
級
が
670
万
円
、
５
級
が
808
万
円
、

６
級
（
係
長
相
当
職
）が
914
万
円
、

７
級
（
課
長
補
佐
相
当
職
）が
980

万
円
、
８
級
（
課
長
相
当
職
）
が

1067
万
円
、
９
級
（
部
長
相
当
職
）

が
1246
万
円
で
あ
る
〔
年
間
平
均
、

約
12
万
円
の
通
勤
手
当
を
含
む
〕

佐
倉
市
職
員
の
給
与
は
、
調
整

手
当
の
10
％
が
民
間
等
と
比
較
し

て
高
く
な
っ
て
い
る
。

人
事
院
規
則
で
は
、
佐
倉
市
に

在
勤
す
る
国
家
公
務
員
の
支
給
率

を
０
％
と
し
て
い
る
。
今
後
の
調

整
手
当
を
ど
う
す
る
の
か
。

今
後
の
調
整
手
当
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
市
の
財
政
状
況
・

他
の
自
治
体
と
の
均
衡
等
を
勘
案

す
る
中
で
情
勢
を
見
極
め
、
必
要

が
生
じ
た
ら
支
給
率
の
改
定
も
行

う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

過
大
規
模
校
化
し
て
い
る
西

志
津
小
学
校
の
今
後
の
対
策
に
つ

い
て
、
市
、
教
育
委
員
会
と
し
て

ど
う
対
応
す
る
の
か
。
２
月
議
会

で
私
の
質
問
に
市
長
は
、「
平
成

15
年
度
中
に
決
断
し
た
い
」
と
答

弁
し
た
が
、
具
体
的
な
進
捗
状
況

を
伺
い
た
い
。

現
時
点
に
お
け
る
児
童
数
・

学
級
数
の
将
来
推
計
で
は
、
平
成

17
年
度
に
34
学
級
で
ピ
ー
ク
と
な

り
、
平
成
20
年
度
以
降
は
減
少
傾

向
で
あ
る
。
少
人
数
学
級
進
展
の

動
向
も
検
討
し
た
が
、
現
在
の
保

有
教
室
数
で
対
応
で
き
る
と
考
え

て
い
る
。

学
区
内
の
開
発
や
少
人
数
学
級

の
動
向
を
見
極
め
る
と
と
も
に
、

学
校
の
過
大
規
模
に
起
因
す
る
子

ど
も
た
ち
の
学
習
、
或
い
は
生
活

上
の
様
々
な
制
約
か
ら
く
る
影
響

等
を
分
析
す
る
た
め
、
教
育
委
員

会
内
部
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

を
立
ち
上
げ
検
討
し
て
い
く
。

障
害
の
あ
る
子
も
な
い
子
も

共
に
育
ち
あ
い
、
お
互
い
を
理
解

す
る
こ
と
が
、
真
の
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実
現
に
向
け

大
切
な
教
育
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
要
望
す
る
が
、
考
え
は
。

①
障
害
の
あ
る
子
ど
も
や
保
護

者
が
希
望
し
た
場
合
、
学
区
内
の

普
通
学
級
へ
就
学
で
き
る
こ
と
を

情
報
と
し
て
伝
え
る
こ
と
。

②
普
通
学
級
に
在
籍
す
る
障
害

を
持
つ
子
ど
も
た
ち
の
課
題
を
、

担
任
任
せ
に
せ
ず
学
校
全
体
で
支

援
し
て
い
く
態
勢
を
教
育
セ
ン
タ

ー
が
担
う
こ
と
。

①
障
害
児
の
就
学
は
、
教
育

上
特
別
な
配
慮
や
支
援
の
問
題
も

含
み
、
保
護
者
へ
の
一
律
周
知
は

難
し
い
。
②
教
育
セ
ン
タ
ー
は
、

充
実
し
た
相
談
活
動
に
努
め
る
。

障
害
児
が
地
域
の
学
校
に
就
学
す

る
場
合
、
学
校
と
教
育
委
員
会
が

一
体
と
な
り
取
り
組
む
。
教
員
の

研
修
と
共
に
、
通
常
の
学
級
で
学

習
で
き
る
よ
う
態
勢
の
整
備
に
努

め
た
い
。

学
校
や
子
ど
も
達
の
間
で
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用
さ
れ
て
い

る
が
、
市
内
で
掲
示
板
が
誹
謗
中

傷
等
悪
意
を
も
っ
て
利
用
さ
れ
人

権
侵
害
の
実
態
が
あ
る
。
授
業
で

は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
指
導

す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
依
然
と

し
て
更
衣
室
を
使
わ
な
い
学
校
も

あ
る
。
教
員
を
含
め
人
権
教
育
が

不
十
分
で
あ
る
。
佐
倉
市
で
も
、

子
ど
も
の
人
権
条
例
制
定
の
時
期

に
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

庁
内
に
子
ど
も
の
人
権
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
検
討
会
が
あ
り
、
条
例

制
定
前
に
実
情
を
調
査
研
究
す
べ

き
と
考
え
る
。
佐
倉
市
人
権
問
題

協
議
会
か
ら
も
、
子
ど
も
の
権
利

に
関
す
る
教
育
啓
発
に
つ
い
て
答

申
が
出
る
。
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
作
成
時
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
２

月
に
配
布
済
で
あ
る
。
更
衣
室
に

つ
い
て
は
、
今
後
改
善
す
る
。
人

権
教
育
に
つ
い
て
は
参
加
型
の
学

習
、
啓
発
的
な
取
り
組
み
に
よ
り

実
践
し
、
教
員
研
修
も
充
実
す
る
。

今
年
度
佐
倉
市
エ
ン
ゼ
ル
プ

ラ
ン
が
見
直
し
さ
れ
る
が
、
子
育

て
中
の
当
事
者
の
声
を
反
映
さ

せ
、
時
代
に
あ
っ
た
計
画
に
す
る

た
め
に
ど
う
す
る
の
か
。

子
育
て
を
積
極
的
に
応
援
す
る

仕
組
み
が
地
域
に
求
め
ら
れ
て
お

り
、
親
の
就
労
状
況
に
関
わ
ら
ず

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
開
設

は
有
効
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
案
成
立
後
、
新
た
な
行
動
計
画

策
定
に
向
け
、
実
態
調
査
や
情
報

収
集
を
行
い
、
現
状
分
析
し
計
画

に
反
映
し
て
い
く
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
開
設
は
、
子
育
て
支
援
、
男
女

共
同
参
画
社
会
の
推
進
や
労
働
政

策
の
観
点
か
ら
も
大
変
意
義
が
あ

る
の
で
、
地
域
の
活
力
を
生
か
す

支
援
策
と
し
て
実
現
で
き
る
よ
う

更
に
研
究
を
進
め
る
。

小
中
学
校
に
整
備
さ
れ
た
パ

ソ
コ
ン
を
、
Ｉ
Ｔ
講
習
等
で
市
民

に
開
放
で
き
な
い
か
。

そ
の
際
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
以
外

で
Ｏ
Ｓ
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
許
諾

制
限
等
の
問
題
は
あ
る
か
。

現
在
、
小
学
校
20
台
（
２
人

に
１
台
）、
中
学
校
40
台
（
１
人

に
１
台
）
の
パ
ソ
コ
ン
が
整
備
さ

れ
活
用
さ
れ
て
い
る
。

平
成
１３
年
に
Ｏ
Ｓ
、
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
の
許
諾
制
限
が
な
い
様
に
契

約
変
更
済
み
で
使
用
上
の
問
題
は

無
い
。
但
し
、
子
ど
も
の
安
全
、

施
設
の
管
理
面
等
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
問
題
で
、
自
由
に
開
放
と
い
か

な
い
が
、
サ
ー
ク
ル
等
の
団
体
で
、

管
理
責
任
者
を
明
確
に
す
れ
ば
可

能
な
場
合
も
あ
る
。

最
近
で
は
、
自
治
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

等
が
パ
ソ
コ
ン
で
機
関
紙
を
作
成

す
る
た
め
、
受
講
者
が
増
え
て
い

る
。
従
っ
て
、
学
校
教
育
に
支
障

が
無
い
範
囲
で
具
体
的
な
相
談
に

乗
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

貴
重
な
里
山
へ
の
建
設
残
土

埋
立
て
問
題
で
、
近
隣
住
民
の
知

ら
ぬ
間
に
話
が
進
ん
で
い
る
例
が

あ
る
。
地
下
水
を
飲
料
と
す
る
市

民
と
し
て
、
土
壌
の
汚
染
は
絶
対

に
困
る
。
佐
倉
市
の
地
形
は
、
人

里
離
れ
た
谷
津
田
が
多
く
格
好
な

埋
立
場
所
と
し
て
狙
わ
れ
易
い
。

不
法
な
埋
立
て
に
よ
っ
て
農
地

や
自
然
環
境
が
壊
さ
れ
な
い
施
策

を
強
化
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
取
り

組
み
を
問
う
。

残
土
埋
立
て
事
業
は
、
当
該

土
地
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
り
、
地
権
者
の
考
え
を

尊
重
し
て
い
る
。
し
か
し
、
安
易

な
土
地
提
供
も
考
え
ら
れ
注
意
を

呼
び
か
け
て
い
る
。
残
土
埋
立
て

後
の
水
質
調
査
に
つ
い
て
は
、
事

業
施
行
前
・
完
了
検
査
時
に
検
査

を
義
務
づ
け
て
い
る
。

谷
津
田
等
へ
の
不
法
投
棄
監
視

に
つ
い
て
は
、
市
職
員
及
び
不
法

投
棄
監
視
員
等
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
て
い
る
。

多
額
の
使
途
不
明
金
を
生
じ

た
事
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
適
切

な
事
務
を
執
行
し
て
い
れ
ば
損
失

は
免
れ
た
と
考
え
る
。
職
員
の
損

害
賠
償
責
任
に
対
し
、
前
市
長
の

指
揮
監
督
者
と
し
て
の
責
任
を
再

度
問
う
。

ま
た
、
市
が
回
収
で
き
な
く
な

っ
た
使
途
不
明
金
の
債
権
は
放
棄

す
る
の
か
。

損
害
額
の
全
責
任
が
職
員
に

あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
不

明
金
を
発
生
さ
せ
た
協
力
会
の
正

副
会
長
及
び
石
材
会
社
が
責
任
を

負
う
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
を
通
じ

て
責
任
を
追
及
し
て
き
た
。

前
市
長
の
使
用
者
責
任
に
つ
い

て
は
、
住
民
団
体
が
訴
訟
提
起
し

た
。
損
害
賠
償
請
求
は
、
最
高
裁

で
住
民
団
体
側
が
敗
訴
し
て
お

り
、
前
市
長
に
損
害
賠
償
を
求
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

佐
倉
市
が
受
け
た
損
害
額
が
最
終

的
に
確
定
し
た
時
は
、
議
会
の
承
認

を
頂
き
債
権
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

昨
今
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
を
受

け
、
首
都
圏
を
中
心
に
ド
ッ
ク
ラ

ン
施
設
開
設
の
動
き
が
広
が
っ
て

い
る
。
市
内
に
お
い
て
も
、
数
グ

ル
ー
プ
が
、
開
設
に
向
け
活
動
し

て
い
る
。
ペ
ッ
ト
の
マ
ナ
ー
や
訓

練
、
し
つ
け
を
す
る
一
つ
の
拠
点

と
し
て
、
市
内
の
公
園
に
ド
ッ
ク

ラ
ン
施
設
を
整
備
で
き
な
い
か
。

ま
た
、
公
園
施
設
の
破
損
等
に

対
し
、
日
常
点
検
を
充
実
し
補
修

や
事
故
防
止
に
努
め
る
べ
き
と
考

え
る
が
ど
う
か
。
危
険
な
遊
具
の

存
在
把
握
や
、
ト
ラ
ブ
ル
に
対
す

る
改
善
等
は
さ
れ
て
い
る
の
か
。

ド
ッ
ク
ラ
ン
施
設
開
設
に
つ

い
て
は
、
市
民
か
ら
の
要
望
も
あ

り
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

公
園
施
設
の
維
持
管
理
に
つ
い

て
は
、
業
者
委
託
す
る
と
共
に
、

職
員
に
よ
る
日
常
管
理
や
一
斉
点

検
も
実
施
し
て
い
る
。
危
険
度
や

緊
急
性
等
を
考
慮
し
て
、
改
善
措

置
し
事
故
防
止
に
努
め
て
い
る
。

市
長
は
、
国
民
健
康
保
険
制

度
は
「
相
互
扶
助
で
成
り
立
つ
」

と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
が
、

国
保
法
に
あ
る
よ
う
に
、「
社
会

保
障
制
度
」
で
あ
り
そ
の
認
識
を

改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

国
の
方
針
に
忠
実
に
応
益
割
を

増
し
た
国
保
税
負
担
は
、
所
得
300

万
の
四
人
家
族
で
、
26
万
５
千
円

は
過
重
な
負
担
と
思
わ
な
い
か
。

ま
た
、
税
の
申
請
減
免
制
度
の

確
立
を
図
り
、
全
員
に
保
険
証
交

付
を
す
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
被

保
険
者
全
体
で
掛
金
を
拠
出
し
合

う
相
互
扶
助
で
成
り
立
つ
社
会
保

障
制
度
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

保
険
給
付
費
の
支
出
に
対
し
て

は
、
国
保
税
を
定
め
応
分
の
負
担

を
加
入
者
の
方
々
に
お
願
い
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
会
計
か
ら

繰
り
入
れ
す
る
こ
と
な
く
独
立
し

た
特
別
会
計
が
維
持
運
営
さ
れ
る

と
考
え
る
。
ご
理
解
、
ご
協
力
を

い
た
だ
き
た
い
。

佐
倉
市
職
員
の
給
与
に
つ
い
て

藤
崎
良
次

問答問 西
志
津
小
学
校
問
題
に
つ
い
て

公
明
党
　
長
谷
川
稔

答障
害
の
あ
る
子
も
な
い
子
も
共
に

育
つ
教
育
に
つ
い
て

市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
工
藤
啓
子

問

答子
ど
も
の
人
権
に
つ
い
て

市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
道
端
園
枝

問答

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
入
江
晶
子

問答

学
校
開
放
に
よ
る
Ｉ
Ｔ
講
座
の

推
進
に
つ
い
て

公
明
党
　
岡
村
芳
樹

問答問 残
土
埋
立
て
と
環
境
保
全
に
つ
い
て

新
社
会
党
　
勝
田
治
子

答志
津
霊
園
墓
地
移
転
問
題
に
つ
い
て
　

公
明
党
　
吉
井
大
亮

問

答公
園
問
題
に
つ
い
て

公
明
党
　
神
田
徳
光

問答

国
民
健
康
保
険
問
題
に
つ
い
て

日
本
共
産
党
　
戸
村
庄
治
、

問答

一 般 質 問 通 告 要 旨

代表質問 ※は持ち時間２時間、 （ ）内は会派名

望月　清義（さくら会）※
１．市長の政治姿勢について　４．環境問題について
２．財政問題について　　　　５．都市問題について
３．福祉問題について　　　　６．教育問題について

個人質問
藤崎 良次
１．市長の政治姿勢　　　　　４．公職選挙法について
２．志津霊園問題　　　　　　５．SARS対策
３．建築基準法等違反対策　　６．情報公開から情報提供へ

長谷川　稔（公明党）
１．志津霊園問題について　　３．教育問題について
２．スポーツ等多目的施設用地問題

工藤　啓子（市民ネットワーク）
１．「佐倉教育ビジョン」について
２．白銀小学校の開校に伴って学校施設を地域のコミュニティ
スペースとして活用する方法について
３．「障害」のある子もない子も共に育つ教育について
４．千葉県が進める「健康福祉千葉方式」（別名ユニバーサル健
康福祉戦略）への佐倉市としての関わり方について
５．住民基本台帳ネットワークシステムおよび８月稼働予定の
第二次サービスの住基カード交付について

道端　園枝（市民ネットワーク）
１．子どもの人権について　　３．市民活動支援について
２．環境問題について　　　　４．介護保険制度について

入江　晶子（市民ネットワーク）
１．子育て支援について　　　３．統一地方選について
２．学童保育について

岡村　芳樹（公明党）
１．福祉問題　　　２．教育問題　　　３．環境問題

勝田　治子（新社会党）
１．子育て支援策について　　３．労働法制改悪法案に関して
２．医療体制の充実について　４．残土埋立てと環境保全について

吉井　大亮（公明党）
１．行政一般

神田　徳光（公明党）
１．公園問題について　　　　３．道路問題について
２．環境問題について

戸村　庄治（日本共産党）
１．国保問題　　　　　　　　４．国立病院問題
２．道路、交通問題　　　　　５．緑の街並整備事業に関して
３．農業問題

森野　　正（公明党）
１．都市問題　　　　　　　　３．市民問題
２．行財政問題　　　　　　　４．環境問題

宮部　恵子（市民ネットワーク）
１．市長の政治姿勢について
２．市民自治意識に悪影響を与えている連絡長制度について
３．水田の農薬空中散布について
４．志津霊園問題について

冨塚　忠雄（新社会党）
１．有事法制について　　　　４．井野長割遺跡の保全について
２．市内循環バスについて　　５．高野川の改修について
３．学校教育について

兒玉　正直（日本共産党）
１．市長の政治姿勢　　　　　４．残土埋立てについて
２．ごみの回収に関して　　　５．公共工事の検査について
３．志津霊園の道路開通について６．高野川改修について

櫻井　康夫（市政会）※
１．市長の政治姿勢について　４．ゴミの分別収集について
２．福祉施設の建設について　５．防犯対策について
３．太陽光発電について

ヽ

※上記の通告内容は、佐倉市議会会議規則第６０条に基づき質問者から
議長に文書で通告のあった内容のうち、大項目のみ掲載しています。

９月定例会の予定
議会を傍聴してみませんか

◆初　　日 ９月１日（月） 午後１時から
◆一般質問 ８日（月）～11日（木） 午前10時から
◆最 終 日 29日（月） 午後１時から

お茶の間でもご覧になれます
ＣＡＢＬＥＮＥＴ２９６の５チャンネルでは、
本会議の模様を翌日に放送します。

【放送予定】
◆初　　日 ９月２日� 午後５時30分から７時
◆一般質問 ９日�～12日� 午後５時30分から10時

※番組の始めに各議員の放送時間帯をお知らせいたします。

◆最 終 日 30日� 午後５時30分から７時

佐倉市のホームページからどうぞ！
http://www.city.sakura.chiba.jp

をクリックしてください。市議会

犬のリード（引きつな）を放して、自由に遊ばせることのできる犬専用の広い運動場。１９８０年代、ニューヨークの公園に設けられたのが最初。
運動不足による犬の精神的・肉体的なストレスを解消させることができる。
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６月定例会の議案と議決結果�
◎は全員賛成、○は賛成多数、△は賛成少数�

市長提出議案� 本会議の議決結果�※丸数字は議案番号�

請願・陳情� ※丸数字は請願番号、白抜き数字は陳情番号�

議員発議� ※丸数字は発議案番号�

平成15年度佐倉市一般会計補正予算�
　15億2548万６千円の追加補正を行うもので、予算総額391億
7448万６千円。歳出については学童保育所等整備事業、循環バス本
運行事業、大崎台調整池改修事業、旧堀田邸整備事業等に係る費用など。
歳入のうち市税については、地方税法の改正に伴い、特別土地保有税の
現年課税分の減額。継続費は、実施設計の修正に伴い寺崎南部調整池整
備事業の総額及び年割額を変更するもの。債務負担行為は、循環バス運
行業務委託など４件を追加するもの。地方債は、消防施設整備事業債を
追加し、臨時財政対策債など２件の限度額の変更。�

平成15年度佐倉市下水道事業特別会計補正予算�
　4025万５千円の追加補正を行うもので予算総額28億700万円。�

佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例制定について�
　総務部、財政部及び検査室の組織を改編し、企画政策部、税務部及び
契約検査室を新たに設け、財政部を廃止するもの。�

�� 原案可決� ○�

�� 原案可決� ◎�

�� 原案可決� ◎�

�� 原案可決� ○�

�� 原案可決� ○�

�� 原案可決� ◎�

�� 修正可決� ◎�

�� 原案可決� ○�

	� 原案可決� ◎�


� 原案可決� ◎�

�� 原案可決� ◎�

�� 原案可決� ◎�

� 原案可決� ◎�

�� 原案可決� ◎�

�� 同　　意� ◎�

�� 不 採 択� △�

�� 不 採 択� △�

�� 不 採 択� △�

�� 不 採 択� △�

�� 原案可決� ○�

�� 原案可決� ◎�

�� 原案可決� ◎�

�� 否　　決� △�

�� 否　　決� △�

�� 原案可決� ◎�

佐倉市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例制定について�
　地方税法の改正に伴い、審議会の組織及び運営に関する事項を定めた
条例を廃止するもの。�

佐倉市手数料条例の一部を改正する条例制定について�
　住民基本台帳法の改正に伴い、平成15年８月25日から住民票の写
しの広域交付を始めるに当たり、その手数料の額を改正し、新しく住民
基本台帳カードの交付を開始するに当たり、その手数料を徴収するもの。�

佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定
について�
　北志津保育園の定員を現行の100名から120名に改正するもの。�

佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例の一部を改正する条
例制定について�
　残土による埋立て面積3,000㎡以上を規制する県条例の改正に伴い、
500㎡以上すべての事業区域について、佐倉市で規制するもの。�
　施行日を10月１日から９月１日に修正し、可決。�

佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定につい
て�
　市街化調整区域のうち市街化区域に隣接又は近接し、一定の要件を満
たす区域を条例で指定し、住宅等の用途に限って開発及び建築を認める
もの。�

佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例制定について�
　京成ユーカリが丘駅北口歩道側自転車駐車場を移転することにより、
その位置を変更するもの。�

佐倉市道路線の認定について�
　鏑木町地先の１路線を佐倉市道路線として認定するもの。�

佐倉市道路線の認定について�
　西志津地先の１路線を佐倉市道路線として認定するもの。�

佐倉市道路線の認定について�
　井野地先の１路線を佐倉市道路線として認定するもの。�

佐倉市道路線の認定について�
　井野地先の１路線を佐倉市道路線として認定するもの。�

固定資産評価員の選任について�
　田山成一氏を選任するもの。�

印旛衛生施設管理組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に
ついて�
　組合議会の組織、議員の任期に係るものの改正に伴う協議。�

乳幼児医療費国庫負担制度の創設を求める国への意見書採択のお願い�

「核兵器廃絶国際条約締結を求める意見書」採択についての請願�

清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める陳情�

教育基本法「改正」に反対する陳情�

税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書�

義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書�

障害者医療費助成制度を現物給付制度へ移行することを求める意見書�

イラク復興支援特別措置法案に反対する意見書�

米の需給と価格に、国が責任を持ち、農家が意欲的に、安心して営農で
きることを求める意見書�

佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について�

議会の構成

各常任委員会の構成が
変わりました ◎委員長　○副委員長

７
期
目
の
議
会
活
動
が
始
ま
り
、
第
１
回
議
会
報

編
集
委
員
会
に
お
い
て
、
座
長
と
い
う
大
役
を
仰
せ

つ
か
り
、
責
任
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。
限
ら
れ
た

紙
面
で
す
が
、
熱
意
が
あ
り
、
前
向
き
な
委
員
ば
か

り
な
の
で
、
そ
の
中
で
創
意
工
夫
し
、
満
足
の
い
く

内
容
、
わ
か
り
や
す
く
市
民
に
親
し
ま
れ
る
議
会
報

づ
く
り
に
邁
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
議
会
報
編
集
委
員
会
座
長
　
冨
塚
忠
雄
）

政
治
家
の
変
わ
ら
ぬ
課
題
は
信
頼
に
ど
の
よ
う
に

応
え
る
か
だ
。「
大
型
バ
ス
30
台
以
上
も
の
乗
客
が
後

ろ
で
支
え
て
く
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
。」

と
同
僚
と
話
し
合
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

最
近
、「
も
っ
と
政
策
論
争
を
！
」
の
声
に
押
さ
れ

て
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
づ
く
り
が
顕
在
化
し
て
き
た
。

他
方
、
政
治
家
の
良
識
、
人
間
性
を
問
う
声
も
強

い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」
か
。

（
議
会
報
編
集
委
員
　
　
谷
正
彦
）
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道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○檀谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

道端園枝　吉井大亮 山口文明　桐生政広

木原義春　○　谷正彦　◎寺田一彦　倉田彰夫

議会活動を
お知らせします

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

檀谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

谷委員、兒玉委員、岡村委員

臼井委員、冨塚座長、工藤委員

平成15年度の編集委員が決まりました

■
熊
本
県
八
代
市
、
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大
分
県
別
府
市
、

■
三
重
県
桑
名
市
の
各
議
会
運
営
委
員
会

議
会
運
営
、
本
会
議
の
Ｔ
Ｖ
中
継
放
送

■
長
野
県
上
田
市
産
業
水
道
常
任
委
員
会

中
心
市
街
地
活
性
化
の
状
況
に
つ
い
て

■
大
阪
府
柏
原
市
総
務
文
教
常
任
委
員
会

図
書
館
運
営
と
中
学
校
と
の
連
携

■
大
韓
民
国
漆
谷
郡
議
会
議
員
団

議
会
制
度
　
　
　

（
他
会
派
の
視
察

８
件
）

佐
倉
市
の
先
進
施
策
に
学
ぶ

―
平
成
14
年
度
行
政
視
察

受
入
状
況
に
つ
い
て
―

●組合議会・委員会等

印旛衛生施設管理組合

中村孝治、戸村庄治

印旛利根川水防事務組合

木原義春

佐倉市、酒々井町清掃組合

勝田治子、吉井大亮、寺田一彦

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合

宮部恵子、臼井尚夫

佐倉市八街市酒々井町消防組合

桐生政広、長谷川稔、望月清義

印旛郡市広域市町村圏事務組合

中村克几

佐倉市監査委員

清宮 誠

佐倉市農業委員

宮部恵子、 谷正彦、木原義春

●会派・各常任委員会等

※会派代表者、◎委員長、○副委員長

平成15年5月20日現在
議 長 中村克几
副議長 押尾豊幸

臼井尚夫

兒玉正直

冨塚忠雄

工藤啓子

岡村芳樹

谷正彦

櫻井康夫

戸村庄治

勝田治子

○宮部恵子

長谷川稔

神田徳光

寺田一彦

◎桐生政広

中村孝治

川名部実

木原義春

倉田彰夫

山口文明

道端園枝

吉井大亮

◎寺田一彦

桐生政広

○　谷正彦

○藤崎良次

兒玉正直

入江晶子

神田徳光

◎中村孝治

押尾豊幸

櫻井道明

※櫻井康夫

※戸村庄治

※◎冨塚忠雄

工藤啓子

※○森野　正

清宮 誠

小林右治

臼井尚夫

○勝田治子

※宮部恵子

長谷川稔

岡村芳樹

中村克几

※◎望月清義

川名部実

会派に属さない
議　員

市　政　会

日本共産党

新 社 会 党

市民ネットワーク

公　明　党

さ く ら 会

会派

委員会 議会報
編集委員会

議会運営
委員会

建　設
常任委員会

経済環境
常任委員会

文教福祉
常任委員会

総　務
常任委員会

、

、 、

夏期に開会される議会会議中の服装については、省エネなどの観点から、上着・ネクタイの着用は自由としています。
（議会運営委員会申し合わせ）

、、、、、、、、、、、、、、、、、

議会報編集委員会

経済環境常任委員会 建設常任委員会

総務常任委員会 文教福祉常任委員会


